
１.令和8年度認可保育所等申請に必要な書類

保育のお話基本のキ＋αⅡ

２.【A票】給付認定申請書の記入について

３.【B票】利用申請書の記入について

５.就労証明書の書き方

４.【D票】マイナンバー記入用紙の記入について

６.利用申請・締切日は？

横浜市ウェブサイト

令和8年度に保育所等の利用を希望する方へ
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本人確認書類
のコピー

D ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ記入用紙

(1) 全ての方が必要な書類

B 利用申請書

1. 令和8年度認可保育所等申請に必要な書類

A 給付認定申請書
☆給付認定・利用調整に影響す
る場合がありますので、記入漏
れや内容に誤りがないことを確
認の上、提出してください。

☆提出後の書類の返却はできま
せん。コピー等をとって保管す
ることをおすすめします。

☆ご家庭の状況により必要とな
る書類があります。利用案内を
よくご確認ください。

利用案内 P16

記入にあたってのご注意

修正液や消せるペンは使用不可。
訂正は二重線で！
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就労証明書

※保護者の状況により「保育を必要とすることを証明する書類」が異なります。
就労を事由として申請する場合、すべての保護者の就労証明書が必要です。

(2) 保育を必要とすることを証明する書類

☆その他の保育を必要とすることを証明する書類
保護者の出産・病気・けが・障害・介護・通学などの理由で保育所の入所を
希望する場合の必要書類は利用案内P16をご参照ください。

1. 令和8年度認可保育所等申請に必要な書類 利用案内 P16
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A票

☆申請先 お住まいの区名を記入

☆申請者（給付認定保護者)の連絡先
その他の連絡先
日中に連絡が取れる番号を
ハイフンを入れて2つとも記入

☆給付認定保護者（利用案内P9参照）
世帯主でなくても可
きょうだいを含め申請したことの
ある場合は、同じ申請者を記入

☆ひとり親・生活保護受給
該当がある場合は

2. 【 A票】給付認定申請書の記入について
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☆世帯の状況
単身赴任でも記入

☆同居の家族および同居人
同居している人をすべて記入
(世帯分離による同一住所世帯
の方も含む）

☆2025年1月1日の住所
→ 横浜市外にお住まいの場合

利用案内P18を参照の上、
税額のわかる書類を添付

2. 【 A票】給付認定申請書の記入について
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☆保育必要量の希望

記入漏れが多いので注意！

☆自宅からの通勤時間

送迎時間を含まない通勤時間を記入

☆申請時点の出産予定

出産予定のある方はもれなく記入
産休終了後の予定のいずれかに
母子手帳のコピーも添付
育児休業については、保育所等の
利用が決定した場合の予定を記入

☆保育を必要とする事由

複数該当する場合、各項目に 。

※地域型保育事業卒園児以外、
「育休中の利用継続」には できません。

2. 【 A票】給付認定申請書の記入について
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☆病気・けが→ 診断書等

☆通学→ 在学証明書・時間割

☆介護・看護→
診断書・手帳等のコピー
タイムスケジュール

☆求職中→ 求職活動の内容に

☆就労以外の事由で申請する場合も、父母それぞれの保育を必要とする書類が必要です。
複数に該当する場合、それぞれに記入の上、証明書類を添付してください。

☆障害→ 障害者手帳等のコピー

詳細については
利用案内 P16で

確認を！

2. 【 A票】給付認定申請書の記入について 利用案内 P16
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☆申請区分 どちらかに
新規利用申請

・現在、保育所等に通ってない方
・横浜保育室在園児
・認可外保育施設在園児
・小規模保育事業等卒園児

（2歳児→3歳児クラスへの申請）

転園申請
・認可保育所・認定こども園在園児
・小規模保育事業等在園児

3. 【 B票】利用申請書の記入について

☆給付認定保護者（利用案内P9参照）
A票と同じ申請者を記入
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☆受入年齢
令和８年４月１日時点の年齢で希望園を選択
月齢不足の園を選択した場合、
自動的に取下げ扱いになるので注意！

②入所可能人数一覧 ※予定の定員を基に作成

空きがゼロでも申請可能

希望園を記入する前に確認！ 通える範囲でできるだけ多くの施設を検討しましょう。

①令和8年度のクラス年齢

③園選びサイト

スマートフォンから横浜市内の認可
保育所、認定こども園、地域型保育
事業などの情報が見られます。

えんさがしサポート
★よこはま
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横浜市ウェブサイト

令和８年４月に開所予定の
保育所等について

令和7年9月19日現在

☆保育の方針や見学等については各運営法人にお問い合わせください。
その他の新設園や詳細については、各区の利用案内をご参照ください。

④令和8年４月開所予定の新設園

希望園を記入する前に確認！

☆神奈川区近隣の小規模保育事業等 運営法人 定員 連絡先

小机かなで保育園

港北区鳥山町1018番地 ローズハイムB
(株)センター 8

（045）

323-9350
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開所が決まり次第、随時
更新されます。



☆11か所以上の記入の際は 。
第11希望以降の施設名は別紙に

☆利用希望施設・事業

・入所を希望する順に記入。
・施設名は正式名称を記入。
・他区の施設も記入可能。

3. 【 B票】利用申請書の記入について
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☆保育の状況

基準日(令和8年４月一次利用調整では令
和7年９月30日）に有償保育等を利用し
ている方は、在園証明書を添付。
(利用案内P17参照）

☆お子さんの健康状況等

安全に保育所等で過ごすために正確な情
報をご記載ください。障害等特別な支援
が必要な場合は、お早めに区役所にご相
談ください。 (利用案内P4参照）

3. 【 B票】利用申請書の記入について

☆育児休業の延長を許容できる人の
    利用調整について

「利用調整の優先順位が下がってもよ
い」に する場合、必ず利用案内P22を
確認してください。定員に空きがあれば
利用内定することもあります。
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☆きょうだいで同時利用申請
   する場合の意向

★１～3
内容をよく読んだ上で、
きょうだいで内容を
揃えてご記入ください。

★４
転園申請をする場合のみ
記入してください。

☆きょうだいを同じタイミングで入所申請する際のポイント！
組合せ年齢にもよりますが、「きょうだいが同時に同じ保育所等を利用できる場合のみ、利用
を希望します」とすると、どちらか一方が決まらない場合にはお２人とも保留になります。
別園でも通えるかどうかなど、検討してみましょう。
一次利用調整できょうだいが別園に内定した場合は、例外的に二次申請で転園申請が可能です。
（利用案内P20「4月一次利用調整（内定）」を参照）

3. 【 B票】利用申請書の記入について
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☆給付認定保護者の本人確認書類
（番号確認と身元確認）のコピーを

台紙に貼付し同封してください。

詳細については
利用案内P19で確認

4. 【 D票】マイナンバー記入用紙の記入について 利用案内 P19

マイナンバー本人確認
書類貼付台紙

マイナンバー記入用紙
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就
労
先
記
入

☆会社に雇用されている方は、就労先の会社が記入し、個人事業主の方は
代表者が記入します。

☆父母ともに就労を事由として申請する場合は、父母両方の就労証明書が
必要です。

☆未提出は求職中と同等ランクとなり認定期間が３か月の扱いになります。
証明書発行までに時間を要することもありますので、就労先への作成
依頼は余裕をもって行ってください。

☆きょうだいで同時に申請する場合は、きょうだい人数分をコピーして
ご提出ください。

☆就労証明書の内容について、就労先事業者に無断で作成し又は改変
を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

5. 就労証明書の記入について

就労証明書(表)

保
護
者
記
入
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5. 就労証明書の記入について

就労証明書(裏)

☆記入する際にご確認いただきたいこと(重要)を必ずお読みください。
会社に記入を依頼する就労証明書はランクを定める大切な証明となる
ため、適正に記入されているか、必ずご自身で確認し、不備があれば
事前に会社と調整の上提出してください。

☆詳細な記載要領・記載例等は下記のサイトを参照してください。

横浜市ウェブサイト
横浜市へ提出する
就労証明書について

固定就労の場合 育休から復職する場合
下記サイトには、
この他にも様々な
記入例があります。
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☆事業所名
証明書の発行に責任を持つ企業・組
織名等(個人事業主の場合は代表者の
名称)が記載されていますか。

№4  本人就労先事業所
証明書発行事業所名や所在地と異なる場合に、本人が実際に働いて
いる事業所の名称・住所が記載されていますか。
複数ある場合→主たる就労先の住所

☆記載者連絡先
内容について横浜市から連絡を受け
る連絡先が記載されていますか。

5. 就労証明書の記入について

☆証明日
提出日から６か月以内に記載された
ものをご提出ください。

☆所在地
証明書発行事業者の住所が記載され
ていますか。

№3  雇用（予定）期間等
無期雇用契約の場合→雇用開始日必須
有期雇用契約の場合→№14も記入
採用が継続している場合→始期は働き
始めた日の記載が必要 17



№6 就労時間・実績ではなく、雇用契約に基づく月間の就労時間・就労日数が記載されていますか。
・育児短時間勤務制度利用中でも、利用前の就労時間が記載されていますか。
・制度利用の方は、変更後の内容について№12に記載があるか確認してください。

                    ・休憩時間を含む合計時間が記入されていますか。
・当月の1日から末日までの就労日数が記載されていますか。

5. 就労証明書の記入について
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5. 就労証明書の記入について

№8･9 産育休の取得 複数回取得している場合は、直近のものが記入されていますか？
取得済みの産休の期間は№18の備考欄に記載されているかを確認してください。

№15 入所内定時育休短縮可否
保育所等の入所が内定した場合、利用開始月中に育児休業を終了することが可能か記載
されていますか？※4月利用開始の場合、4月中に育児休業を終了し、5月1日までに復職する必要があります。
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№18 備考欄 以下に該当する場合は、備考欄に記載することになっています。（詳細は裏面参照）

 ・就労時間・日数を増やす予定がある場合（保育所が利用決定した際に増やせる場合を含む）
→増やせる時期・日数・時間など

・既に退職している・退職が決まっている場合 → 退職(予定)年月日
・産前産後休業・育児休業を複数回取得している場合 → 過去の取得期間
・月２回以上の夜間勤務がある場合（夜勤証明書を添付する場合は不要）
・その他特記事項がある場合

5. 就労証明書の記入について

20



以下に該当する場合、タイムス
ケジュールの提出が必要です。

・介護・看護の方
・就労先が複数の方
・通学の方

（やむをえず時間割が
提出できない場合）

5. 就労証明書の記入について
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6. 利用申請・締切日について

利用案内 P12～１３ 神奈川区在住者用利用案内
利用案内と神奈川区
の案内を確認！

締め切りを過ぎて提出された
書類は、一次利用調整の書類と
してはお取り扱いできません。

申請書類の不備・不足があった
際に修正や準備できる期間が短
くなりますので、なるべく早め
の申請をおすすめします。

提出書類は、控えをとることを
おすすめします。
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☆11月６日(水)消印有効
認定・利用調整事務センターに送付
確実な配達には配達証明等を利用

☆11月６日(水)までに必ず提出するもの
Ａ給付認定申請書
Ｂ利用申請書
Ｄマイナンバー記入用紙

本人確認書類等

6. 利用申請・締切日について

☆11月28日(金)までに利用調整事務セン
ターに追加提出できるもの
・保育を必要とすることを証明する

書類等の不足書類
（申請児童の氏名・生年月日を明記）
・希望園の追加・順位変更の書類
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※申請書類を全て揃えて早めに申請する
事をおすすめします。

利用案内 P19

神奈川区在住者用利用案内



神奈川区在住者用利用案内6. 利用申請・締切日について

☆横浜市外の施設の利用を1園でも希望す
る方は、郵送での受付ができません。
状況によって申請先が異なります。
（利用案内P14参照）

☆特別な支援が必要なお子様
区役所３０３窓口での事前相談と申請が
必要です。（利用案内P4,P12参照）

☆オンライン申請
11月6日(木)23時59分までの
送信分が有効です。
注意事項やウエブサイトを必ず確認し
てください。（利用案内P13参照）

利用案内
P13
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出生後に必ず
こども家庭支援課
で手続きを！

神奈川区在住者用利用案内6. 利用申請・締切日について

4月一次利用申請のみ、お子さんの出生前に申請をすることができます。

出生前申請について
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利用案内 P13



神奈川区在住者用利用案内6. 利用申請・締切日について

郵便料金の不足に注意！
返信用封筒にも

110円切手を貼付！
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(利用案内P20参照）



お困りのことがありましたら、
お住まいの区のこども家庭支援課にご相談ください

電話 045-411-7157

神奈川区役所こども家庭支援課

月曜日～金曜日（祝日除く）
電話受付時間： 8：45～17：15
窓口開庁時間： 8：45～17：00
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